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１ 業務の概要 

（１）業務名 

松茂町特定健康診査受診勧奨事業委託業務 

（２）目的 

別紙１「松茂町特定健康診査受診勧奨事業委託業務仕様書」のとおり 

（３）業務内容 

別紙１「松茂町特定健康診査受診勧奨事業委託業務仕様書」のとおり 

（４）履行期間 

契約締結日の翌日から令和９年３月３１日まで 

（５）選定方法 

公募型プロポーザル方式による随意契約 

（６）契約金額の上限額 

   ３，６３０，０００円（消費税及び地方消費税額を含む。） 

   ※契約金額には、成果品等、当該業務にかかる一切の経費を含む。 

   ※消費税及び地方消費税の率は１０％で計上するものとする。 

（７）契約金額支払条件 

単年度一括 

 

２ 参加資格 

  本プロポーザルに参加できる者は、次の要件をすべて満たす者であること。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこ

と。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）及び民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）による手続きを行っていないこと。 

（３）国税、地方税等、租税の滞納がないこと。 

（４）本町の一般競争入札（指名競争入札）（物品）において競争入札参加の有資格者である

こと。 

（５）本町の指名停止措置を受けていない者であること。 

（６）宗教活動や政治活動を主たる目的とする者、もしくは暴力団または暴力団員の統制下

にある者でないこと。 

（７）複数事業者による共同企業体でないこと。 

（８）地方公共団体等が発注する同種・類似の業務を受注し、完了した実績があること。 

 

３ 業務委託業者選定スケジュール 

（１）事業者募集開始      令和８年５月１８日（月） 

（２）質問書の受付期限      令和８年５月２２日（金）午後５時 

（３）質問書の回答      令和８年５月２７日（水） 

（４）参加表明書の提出期限     令和８年６月 １日（月）午後５時 

（５）提案書・見積書等の提出期限    令和８年６月１９日（金）午後５時 
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（６）プレゼンテーション及びヒアリング審査 令和８年６月２６日（金）（予定） 

（７）選定結果の通知          令和８年６月下旬から７月上旬（予定） 

 ※スケジュールは都合により変更する場合がある。 

 

４ 提案に関する質問及び回答 

本提案に関する質問がある場合は、下記に電子メールで質問書を提出すること。 

（１）提出期限  令和８年５月２２日（金）午後５時まで 

（２）提出先   住民課 担当：寒川 

（３）電子メール hoken＠matsushige.i-tokushima.jp 

なお、件名は「松茂町特定健康診査受診勧奨事業委託業務プロポーザルに関する質問」

とすること。 

※質問は（様式４）質問書により行い、質問箇所を特定できるようにすること。 

※質問書送信後、担当者に電話で受信の有無を確認すること。 

※電話や担当窓口訪問による口頭での質疑は、一切受け付けない。 

※回答については、すべての参加事業者に対して開示する。 

 

５ 参加表明書の提出 

本提案への参加を希望する者は、（様式１）参加表明書及び関連書類を所定の様式により、

持参または郵送し、提出すること。期限までに参加表明書等の提出がない者からの提案は

受け付けない。 

（１）提出期限 令和８年６月１日（月）午後５時まで 

（２）提出先  〒771-0295 徳島県板野郡松茂町広島字東裏３０番地 

住民課 担当：寒川 

（３）提出部数 （様式１）参加表明書         １部 

（様式２）誓約書           １部 

（様式３）同種・類似業務実績確認調書 １部 

 

６ 提案書、見積書等の提出 

（様式５）提案書、（様式６）経費見積書については、持参または郵送し、提出すること。 

期限までに提出がない場合、本提案の参加資格を失う。 

（１）提出期限 令和８年６月１９日（金）午後５時 

（２）提出部数 （様式５）提案書 １部 

（任意様式）企画提案書 ７部（正本１部、副本６部） 

（様式６）経費見積書 １部 

（３）提出先  参加表明書の提出先参照 

 

７ 提案書の作成要領 

（１）提案書は、別紙１「松茂町特定健康診査受診勧奨事業委託業務仕様書」に基づき作成
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すること。 

（２）提案書の内容は、提案者が責任をもって必ず履行できる内容を記載すること。契約後、

不正や虚偽が発覚した場合は、本契約を解除するものとし、その賠償を請求することが

ある。 

（３）提案に係る経費は、すべて提案者の負担とする。また、提出書類は返却しない。 

（４）提案書はＡ４版で作成し、様式は任意とする。 

（５）提案書の内容は、専門知識を有しない者にも理解できるよう配慮し、図や表などを適

宜使用すること。 

（６）別紙１「松茂町特定健康診査受診勧奨事業委託業務仕様書」に記載のない事項であっ

ても、本町または本業務に資する提案等については、提案書に記載しても差し支えない。 

（７）提案書提出後、受託候補者決定までの期間中は、提案書に記載された内容の追加・修

正・削除を認めない。 

 

８ 経費見積書の作成要領 

（１）別紙１「松茂町特定健康診査受診勧奨事業委託業務仕様書」に基づき、（様式６）経費

見積書を提出すること。 

（２）（様式６）経費見積書に計上した費用の積算根拠を、提案事業者の任意様式で別添する

こと。 

 

９ 選定方法等 

（１）選定手順 

ア 松茂町特定健康診査受診勧奨事業委託業務に係る公募型簡易プロポーザル審査委員

会（以下「選定委員会」という。）を設置し、別紙２の審査基準に基づき審査を行う。 

イ 審査は、提案事業者から期限までに提出された提案書並びに審査当日のプレゼンテ

ーション及びヒアリングにより行う。 

ウ 選定委員会の委員の合計得点を算出し、合計得点が最も高い事業者を受託候補者と

して契約に関する協議を行い、本町財務規則に基づいた契約を締結する。ただし、受託

候補者が辞退その他の理由で契約の締結に至らなかった場合は、次点者を契約交渉の

相手方とする。 

エ 同点の者がいる場合は、委員の多数決をもって受託候補者を決定するものとする。 

（２）プレゼンテーション及びヒアリング審査 

     すべての提案事業者に対し、プレゼンテーション及びヒアリング審査を実施する。当審

査には、本業務を受託した場合の実務担当者となる者が必ず出席すること。プレゼンテー

ション及びヒアリングの実施順は、業務提案書を受理した順とする。なお、本プロポーザ

ルの審査やプレゼンテーション等は提出書類のみで行うこととする。その他必要な機器に

ついては、提案事業者側で準備すること。 

  ア 実施日時 令和８年６月２６日（月）（予定） 

※実施日時等の詳細は、決定次第別途通知する。 



4 

 

状況により変更する場合があるので注意すること。 

  イ 所要時間 プレゼンテーションは２０分以内、ヒアリング２０分程度とする。 

  ウ 出席者  ３名以内とする。 

（３）審査結果の通知 

  結果については、選定後速やかに全提案事業者に電子メールで通知する。 

 

１０ その他注意事項 

（１）プロポーザル参加の辞退 

プロポーザルへの参加を辞退する場合は、署名および押印された（様式７）辞退届を提

出すること。辞退しても、以後における不利益な取り扱いはしない。 

（２）提案者の失格事項 

  次のいずれかに該当する場合は、失格となる。 

  ア 提出書類に虚偽の記載があった場合。 

  イ 参加資格を満たしていない場合。 

  ウ 審査の公平性を害する行為があった場合。 

  エ プレゼンテーション及びヒアリング審査に参加できない場合。 

  オ １提案事業者が複数の提案をした場合。 

  カ 提案事業者が他人の提案を代理した場合。 

  キ その他提案にあたり著しく信義に反する行為等、選定委員会が失格であると認めた

場合。 

（３）提案書及び審査等について 

  ア 提出された書類は、審査目的以外には使用しない。 

イ 提出された書類は、審査目的の範囲で複製することができるものとする。 

ウ 提案等その他関係書類に係る作成及び提出に要する経費、デモンストレーション及

びプレゼンテーションに要する経費、その他本業務の提案に要する経費は提案事業者

の負担とする。 

エ 提出された書類に含まれる著作物の著作権は、提案事業者に帰属する。 

オ 提案事業者は、実施要領等の内容や決定事項について、異議の申し立てを行うこと

はできない。 

カ 本町から提示した本プロポーザルに関する資料を、本プロポーザルの企画提案以外

の目的で使用してはならない。また、プロポーザルにおいて知り得た本町の事業等の

内容については守秘義務を課す。 

キ 審査等に対して、異議申し立てはできないこととし、選考方法、選考内容についての

問合せにも、応じないものとする。 

ク 企画提案書に記載した本事業に携わる技術者等は原則として事業完了まで従事する

こととする。ただし事業の目的を果たせないと本町が判断した場合は、技術者等の変

更を求めることがある。 

ケ 契約金額については、採用された提案事業者との協議を経て決定する。 
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コ 提案事業者が１者のみの場合でも審査を実施し、選定委員会が定める最低基準点以

上の得点を獲得した場合に限り、受託候補者として選定する。 

 

 

以上 


